
変圧器 コンデンサー 低圧コンデンサー

調べて適切に処分！!

まずは、現在お使いの古い電気機器を
ご確認ください！

低濃度PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物の例

令和9年（2027年）3月31日まで
お急ぎ
ください！

倉庫や古い電気機器に低濃度PCBが潜んでいるかもしれません。
PCB廃棄物は処分期限までに処分が必要です。

低濃度PCB廃棄物の処分期限

愛知県、長野県、岐阜県（北陸産業保安監督署及び近畿支部の管轄区域を除く。）、三重県（近畿支部の管轄区域を除
く。）、静岡県（関東東北産業保安監督部の管轄区域を除く。）

徳島県、高知県、香川県（中国四国産業保安監督部本部の管轄区域を除く。）、愛媛県（中国四国産業保安監督部本部の
管轄区域を除く。）

事 業 所 所 在 地 窓　　　　口
北海道 北海道産業保安監督部  電力安全課 011-709-1725
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県 関東東北産業保安監督部  東北支部  電力安全課 022-221-4947

関東東北産業保安監督部  電力安全課 048-600-0387

中部近畿産業保安監督部  電力安全課 052-951-2817

中部近畿産業保安監督部  北陸産業保安監督署 076-432-5580

中部近畿産業保安監督部  近畿支部  電力安全課 06-6966-6048

中国四国産業保安監督部  電力安全課 082-224-5742

中国四国産業保安監督部  四国支部  電力安全課 087-811-8587

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 九州産業保安監督部  電力安全課 092-482-5520
沖縄県 那覇産業保安監督事務所  保安監督課 098-866-6474

電気事業法についてのお問い合わせ窓口

北海道地方環境事務所 資源循環課
資源循環課
資源循環課
資源循環課
資源循環課

011-299-3738
東北地方環境事務所 022-722-2871

中国四国地方環境事務所  資源循環課 086-223-1584

関東地方環境事務所 048-600-0814
中国四国地方環境事務所・四国事務所  資源循環課 087-811-7240

中部地方環境事務所 052-955-2132
九州地方環境事務所  資源循環課 096-322-2410

■ 環境省地方環境事務所　お問い合わせ窓口
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課（ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室）  〒100-8975   東京都千代田区霞が関1-2-2   TEL 03-6457-9096   FAX 03-3593-8264

近畿地方環境事務所 06-6881-6502
九州地方環境事務所  資源循環課　福岡事務所 092
環境再生・資源循環局　廃棄物規制課（ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室） 03-6457ｰ9096

-437-8851

PCB特措法についてのお問い合わせ窓口

北海道 環境生活部環境保全局 循環型社会推進課 011-204-5192
青森県 環境エネルギー部 環境保全課 017-734-9584
岩手県 環境生活部 資源循環推進課 019-629-5366
宮城県 環境生活部 廃棄物対策課 022-211-2463
秋田県 生活環境部 環境整備課 018-860-1624
山形県 環境エネルギー部 循環型社会推進課 023-630-2323
福島県 生活環境部 産業廃棄物課 024-521-7264

県民生活環境部茨城県 廃棄物規制課 029-301-3027
栃木県 環境森林部 資源循環推進課 028-623-3098
群馬県 環境森林部 廃棄物・リサイクル課 027-226-2824
埼玉県 環境部 産業廃棄物指導課 048-830-3148
千葉県 環境生活部 廃棄物指導課 043-223-2757
東京都 環境局資源循環推進部 産業廃棄物対策課 03-5388-3573
神奈川県 環境農政局環境部 資源循環推進課 045-210-4151
新潟県 環境局 資源循環推進課 025-280-5161
富山県 生活環境文化部 環境政策課廃棄物対策係 076-444-9618
石川県 生活環境部 資源循環推進課 076-225-1474
福井県 エネルギー環境部 循環社会推進課 0776-20-0318
山梨県 環境・エネルギー部 環境整備課 055-223-1518
長野県 環境部 資源循環推進課 026-235-7165
岐阜県 環境生活部 廃棄物対策課 058-272-1464
静岡県 くらし・環境部環境局 廃棄物リサイクル課 054-221-2424
愛知県 環境局 資源循環推進課産業廃棄物適正処理推進室 052-954-6238
三重県 環境生活部環境共生局 廃棄物対策課 059-224-2483
滋賀県 琵琶湖環境部 循環社会推進課廃棄物対策室 077-528-3473
京都府 総合政策環境部 循環型社会推進課 075-414-4714
大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 06-6210-9583
兵庫県 環境部 環境整備課 078-362-3281
奈良県 環境森林部 廃棄物対策課 0742-27-8747
和歌山県 環境生活部環境政策局 循環型社会推進課 073-441-2692
鳥取県 生活環境部自然共生社会局 循環型社会推進課 0857-26-7684
島根県 環境生活部 廃棄物対策課 0852-22-6167
岡山県 環境文化部 循環型社会推進課 086-226-7308
広島県 環境県民局 産業廃棄物対策課 082-513-2963
山口県 環境生活部 廃棄物・リサイクル対策課 083-933-2988
徳島県 生活環境部 環境指導課 088-621-2259
香川県 環境森林部 循環型社会推進課 087-832-3229
愛媛県 県民環境部環境局 循環型社会推進課産業廃棄物係 089-912-2358
高知県 林業振興・環境部 環境対策課産業廃棄物担当 088-821-4523
福岡県 環境部 廃棄物対策課施設第二係 092-643-3363
佐賀県 県民環境部 循環型社会推進課 0952-25-7108
長崎県 県民生活環境部 資源循環推進課　 095-895-2375
熊本県 環境生活部 循環社会推進課 096-333-2278
大分県 生活環境部 循環社会推進課 097-506-3127
宮崎県 環境森林部 循環社会推進課 0985-26-7083
鹿児島県 環境林務部 廃棄物・リサイクル対策課 099-286-2596
沖縄県 環境部 環境整備課 098-866-2231

高崎市 環境部 産業廃棄物対策課 027-321-1325

川越市 環境部 産業廃棄物指導課 049-239-7007
越谷市 環境経済部 廃棄物指導課 048-963-9188

千葉市 環境局資源循環部 産業廃棄物指導課 043-245-5682
船橋市 環境部 廃棄物指導課 047-436-3812
柏　市　 環境部 産業廃棄物対策課 04-7167-1696
八王子市 資源循環部 廃棄物対策課 042-620-7458
横浜市 資源循環局 事業系廃棄物対策課 045-671-2513
川崎市 環境局生活環境部 廃棄物指導課 044-200-0159
横須賀市 環境部 廃棄物対策課 046-822-8523
相模原市 環境経済局 廃棄物指導課 042-769-8335
新潟市 環境部 廃棄物対策課廃棄物指導室 025-226-1411
富山市 環境部 廃棄物対策課廃棄物対策係 076-443-2178
金沢市 環境局 ごみ減量推進課 076-220-2521
福井市 市民生活部 環境廃棄物対策課 0776-20-5398
甲府市 環境部 環境総室ごみ収集課 055-241-4313

旭川市 環境部 環境指導課廃棄物指導係 0166-25-6369
札幌市 環境局環境事業部 事業廃棄物課 011-211-2927
函館市 環境部 環境対策課 0138-85-8327
青森市 環境部 廃棄物対策課 017-718-1086
八戸市 市民環境部 環境保全課 0178-51-6195
盛岡市 環境部 廃棄物対策課 019-626-7573
仙台市 環境局資源循環部 事業ごみ減量課 022-214-8235
秋田市 環境部 廃棄物対策課 018-888-5713
山形市 環境部 廃棄物指導課 023-641-1212（内線870）
郡山市 環境部 ５Ｒ推進課 024-924-3171

水戸市　　　生活環境部 廃棄物対策課 029-291-6917

いわき市 生活環境部 廃棄物対策課 0246-22-7604
福島市 環境部 廃棄物対策課 024-529-5266

宇都宮市 環境部 環境保全課 028-632-2420
前橋市 環境部 廃棄物対策課 027-898-5840

川口市 環境部 産業廃棄物対策課 048-228-5380

松本市 環境エネルギー部 廃棄物対策課 0263-47-1350
長野市 環境部 廃棄物対策課 026-224-7320

岐阜市 環境部 産業廃棄物指導課 058-214-2170
静岡市 環境局 廃棄物対策課 054-221-1364
浜松市 環境部 産業廃棄物対策課 053-453-6110
名古屋市 環境局事業部 廃棄物指導課 052-972-2392
豊田市 環境部 廃棄物対策課 0565-34-6710
豊橋市 環境部 廃棄物対策課 0532-51-2406
岡崎市 環境部 廃棄物対策課 0564-23-6871
一宮市 環境部 廃棄物対策課 0586-45-5374
大津市 環境部 産業廃棄物対策課 077-528-2062
京都市 環境政策局循環型社会推進部 廃棄物指導課 075-222-3957
大阪市 環境局環境管理部 環境管理課産業廃棄物規制グループ 06-6630-3284
堺　市　 環境局環境保全部 環境対策課 072-228-7476
東大阪市 環境部 産業廃棄物対策課 06-4309-3207
高槻市 市民生活環境部 資源循環推進課 072-669-3695
枚方市 環境部 環境指導課 050-7102-6014
豊中市 環境部 環境指導課 06-6858-3070
八尾市 環境部 循環型社会推進課産業廃棄物指導室 072-924-3775

神戸市 環境局 078-595-6191
姫路市 農林水産環境局美化部 産業廃棄物対策課

事業系廃棄物対策課
079-221-2405

尼崎市 経済環境局環境部 産業廃棄物対策担当 06-6489-6310
西宮市 環境局環境事業部 事業系廃棄物対策課 0798-35-0185

奈良市 環境部 廃棄物対策課 0742-71-2226
和歌山市 市民環境局環境部 廃棄物対策課 073-435-1221

岡山市 環境局環境部 産業廃棄物対策課 086-803-1303
倉敷市 環境リサイクル局リサイクル推進部 産業廃棄物対策課 086-426-3385
広島市 環境局業務部 産業廃棄物指導課 082-504-2225
呉　市　 環境部 環境政策課廃棄物グループ 0823-25-3302
福山市 経済環境局環境部 廃棄物対策課 084-928-1168
下関市 環境部 廃棄物対策課 083-252-7152
高松市 環境局 環境指導課 087-839-2380
松山市 環境部 廃棄物対策課 089-948-6959
高知市 環境部 廃棄物対策課 088-823-9427
北九州市 環境局環境監視部 環境監視課 093-582-2175
福岡市 環境局環境管理部 産業廃棄物指導課 092-711-4303
久留米市 環境部 廃棄物指導課 0942-30-9148
長崎市 環境部 廃棄物対策課 095-829-1159
佐世保市 環境部 廃棄物指導課 0956-20-0660
熊本市 環境局資源循環部 事業ごみ対策課 096-328-2362
大分市 環境部 廃棄物対策課産業廃棄物担当班 097-537-7953
宮崎市 環境部 環境指導課 0985-21-1763
鹿児島市 環境局資源循環部 廃棄物指導課 099-216-1289
那覇市 環境部 環境政策課 098-951-3231

松江市 環境エネルギー部 環境対策課 0852-55-5671
鳥取市 環境局 環境保全課 0857-30-8092

明石市 環境産業局環境室 産業廃棄物対策課 078-918-5784

寝屋川市
吹田市

環境部 環境保全課 072-824-1021
環境部 環境保全指導課産業廃棄物指導グループ 06-6384-1799

さいたま市 環境局資源循環推進部 産業廃棄物指導課 048-829-1607

都 道 府 県 政 令 で 定 め る 市

政令で定める市

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県のうち熱海市、沼津市、三島市、富士宮市
（昭和31年9月29日における旧庵原郡内房村の区域を除く。）、伊東市、富士市（平成20年10月31日における旧庵原郡富
士川町の区域を除く。）、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡、駿東郡。

富山県、石川県、福井県（小浜市、三方郡、大飯郡及び三方上中郡を除く。）、岐阜県（飛騨市（平成16年1月31日における
旧吉城郡神岡町及び宮川村（昭和31年9月29日における旧坂下村の区域に限る。）の区域に限る。）及び郡上市（平成16
年2月29日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。）
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県（中国四国産業保安監督部の管轄区域を除く。）、福井県のうち小浜
市、三方郡、大飯郡、三方上中郡、岐阜県のうち不破郡関ヶ原町（昭和29年8月31日における旧今須村の区域に限る。）、
三重県のうち熊野市（昭和29年11月2日における旧南牟婁郡新鹿村、荒坂村及び泊村の区域を除く。）、南牟婁郡
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県のうち赤穂市（昭和38年9月1日に岡山県和気郡日生町から編入された
区域に限る。）、香川県のうち小豆郡、香川郡直島町、愛媛県のうち今治市（平成17年1月15日における旧越智郡吉海町、
宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域に限る。）、越智郡上島町

このパンフレットの内容に関する問い合わせ先

いますぐ調査をお願いいたします。
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探して下さい！こんな電気機器!!

電気溶接機の側面に取り付けられた
低圧コンデンサー

電気溶接機の側面に取り付けられた
低圧コンデンサー

電気溶接機の内部に取り付けられた
低圧コンデンサー

変圧器 電力用コンデンサー リアクトル計器用変成器

X線発生装置 X線検査装置 電気溶接機電気溶接機

放電コイル 電圧調整器 開閉器整流器

遮断器 中性点抵抗器 避雷器
（サージアブソーバー）

今すぐ
チェック！

低圧分電盤内の
低圧コンデンサー

配電盤に設置された
低圧コンデンサー

キュービクル内に残置された
廃コンデンサー

単相モーターに取り付けられた
低圧コンデンサー

コンプレッサーに取り付けられた
低圧コンデンサー

可変周波数電源装置に
取り付けられた低圧コンデンサー

製造後30年以上経過した古い電気機器の絶縁油は、PCBに汚染されている可能性があります。処分期限までに適切な処分が必要です。
電気事業法の自家用電気工作物に該当しないいわゆる「非自家用電気工作物」には、Ｘ線発生装置、Ｘ線検査装置、
電気溶接機、エレベーターやエスカレーター等の昇降機等を駆動するために高電圧発生装置として組み込まれた低圧
コンデンサーがあります。他にも、200～600Vの低圧で受電する施設の分電盤に取り付けられた力率改善のための
低圧コンデンサーや、工作機械、揚水ポンプ、乾燥機等に使われるモーターの起動用の低圧コンデンサーがあります。

電気事業法では、該当する12種類の電気工作物（変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、
放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びＯＦケーブル）を告示で定め
ています。以下にOFケーブルを除く電気工作物の外観の例を示します。

非自家用電気工作物（低圧コンデンサー）

自家用電気工作物


